
 

 

 

台湾運転免許証による日本国内での自動車等の運転

台 湾 運 転 免 許 証 日 本 語 に よ る 翻 訳 文

本邦に上陸後
１年間自動車
等を運転する
ことができる。

台 湾 域 内 で 作 成 す る 場 合 日 本 国 内 で 作 成 す る 場 合

駐日台北経済文化代表事務所等 ( 社 ) 日 本 自動車連盟（ )JAF
又は亜 東 関 係 協 会

（東京、横浜、大阪、福岡、那覇 国 内 各 支 部 ・ 事 務 所）

※ ＪＡＦについては、令第３９条 の ５第 １項 第 ３号に掲げる法人として既に指定されている。


